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● 熊本県では、合併により誕生する新市の均衡ある発展を目指し、「“創生、 輝く新

都八代〜豊かな資源を活かし、個性きらめく交流拠点都市へ〜」の実現のため、

新市と連携を図りながら以下のような県事業を積極的に推進するとともに、まち

づくりの核となる新市の各種施策に対して、必要な支援を行います。

● 地域農業の基幹作物「いぐさ」の生産においては、優良品種「ひのみどり」の普

及拡大を柱に、なお一層の高品質化やコスト削減を推進することにより、い業産

地の再構築を図ります。また、いぐさからの転換により新規作物を導入する生産

者に対しては、技術・経営指導の強化等のサポート体制の拡充を図ります。

● 土づくり、減農薬、適正施肥をより一層推進するとともに、エコファーマーの認

定などの取り組みを積極的に支援し、安全・安心な農作物づくりへ取り組み、環

境にやさしい農業を推進します。

● 排水路などの整備水準が低く、作物転換などに支障がある地域においては、水田

の汎用化に向けての整備を総合的に推進します。また、背後農地の保全に資する

ため、海岸堤防の整備を計画的かつ総合的に推進します。

● 認定農業者の育成や法人化による企業的経営の育成、家族協定の締結を通じた女

性の経営参画などを推進するとともに、地域営農システムの確立等の就農・生活

環境の整備を推進し、意欲ある担い手の確保と育成を図ります。

● 森林の持つ木材生産などの経済的機能や水源かん養などの多面的機能が最大限発

揮できるよう多様な森林の整備を計画的に推進します。

● 林業生産性の向上や森林の適正管理、山村の生活環境整備のため、林道・作業道

の新規開設や改良・舗装などによる機能向上など、効率的な整備を推進します。

● 八代海を豊かな海に再生することを目的として平成 15 年 3 月に策定した「有明

海・八代海再生に向けた熊本県計画」に基づき、海域環境の保全・改善や水産資

源の回復による漁業の振興を総合的に推進します。
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● 国内はもとより東アジアや東南アジアに向けた南九州の国際物流拠点港湾とし

て、八代港の施設整備を進めるとともに、東アジア等との国際定期貨物航路の誘

致を図ります。

● 国際定期貨物港、高規格幹線道路、新幹線など、交通結節点としてのメリットを

生かして産業集積の推進に努めます。

● 新市の一体的な発展を支える広域交通ネットワークを形成するため、国道（219

号、443 号、445 号）や県道に係る幹線道路等の整備を推進します。特に、新

八代駅周辺のアクセス道路については、新市との役割分担を図りながら、その整

備を推進します。

● 新市の商業拠点となる八代中心市街地や日常生活の利便性を高める既存商店街の

活性化について、各中心市街地活性化基本計画に基づく取り組みを支援します。

● 近年の多様な観光ニーズを踏まえながら、八代地域の多様で豊かな自然（山・川・

海・野）や、それらに培われてきた歴史・文化を生かした魅力ある観光振興を支

援します。

● 学校と地域が一体となって、心身共に健全な子どもの育成を支援します。

● 先人により育まれた豊かな歴史・文化を生かした人づくり、コミュニティづくり

を支援します。
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● 地域住民誰もが健康でいきいきと暮らせるよう新市が行う様々な保健・医療・福

祉施策を支援します。

● 安心して子どもを産み、育てられるよう新市が行う様々な子育て支援施策を支援

します。

● 誰もがその能力・個性を発揮し、お互いに人権を尊重・協調し合えるよう、新市

が行う様々な施策を支援します。

● 下水道、浄化槽及び農業集落排水等の生活排水処理施設の計画的な整備を図り、

快適で環境に配慮した生活基盤づくりを推進・支援します。

● 地域住民の尊い生命や貴重な財産を守るため、河川、海岸、山地、道路など災害

防止対策を計画的に推進します。

● 豊かな歴史・文化を生かした文化の香り高いまちづくりを支援します。

● 新市の新たなまちづくりを総合的に支援するため、「熊本県市町村合併支援プラ

ン」により、以下の支援を行います。

①本計画に位置付けられた事業について、県事業の優先的・重点的な実施を図

ります。

②本計画に位置付けられた事業について、県単独の補助事業や貸付金により優

先的に支援します。


